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Ⅰ はじめに

中国における成年後見制度は、主に『中華人民共和国民法通則』（１９８７
年１月から施行、以下『民法通則』と略称する）及び『民法通則』の司法解
釈（２）（以下『民法通則意見』と略称する）の中で定められている。『民法通則』
及び『民法通則意見』においては、成年被後見人、後見開始、成年後見
人の選任、後見職責、後見終了などの内容を規定している。
成年後見制度は、１９８０年代に公布・施行されたものである。当時の中

国社会は、改革開放の初期にあって、公有制を基礎とした上での計画的
商品経済であるのを提唱した。このような背景があるため、当時の成年
後見制度は、計画経済体制の色を帯びざるをえなかった。今日に至っ
て、中国社会に重大な変化がもたらされ、現行法の成年後見制度はもは
や社会の発展に適応できず、様々の弊害や限界が日増しに現れてきた。
本論文では、中国の成年後見制度の立法現状を考察し、問題点を明らか
にしたうえで、そのあり方を検討してみることにする。

研究ノート

⑴ 本研究は、独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発プロジェク
ト「認知症高齢者の医療選択をサポートするシステムの開発」（研究代表者：
成本迅・京都府立医科大学）に基づく研究成果の一部である。
⑵ 『民法通則』の司法解釈とは、１９８８年１月に最高人民法院裁判委員会が討
論・採択した『民法通則の執行の貫徹に係る若干の問題に関する意見』を
指す。当該司法解釈は、一般的に『民法通則意見』と呼ばれている。
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Ⅱ 立法現状

１ 成年被後見人
『民法通則』第１１条～１４条においては、成年後見の前提とする「民事
行為能力」を定めている。第１１条によれば、満１８歳以上の自然人は、成
年者として、完全な民事行為能力を有し、独立して民事活動を行うがで
き、完全民事行為能力者となる。第１３条によると、自己の行為を弁識で
きない精神病者は、無民事行為能力者として、法定代理人がその民事活
動を代理する。自己の行為を完全に弁識できない精神病者は、制限民事
行為能力者として、その者の精神健康状態に応じた民事活動を行うこと
ができる。その他の民事活動については、法定代理人が代理し、又は法
定代理人の同意を必要とする。第１４条によれば、無民事行為能力者及び
制限民事行為能力者の後見人は、その法定代理人を充てるものとする。
従って、『民法通則』においては、成年被後見人は２つの類型に分けら
れている。即ち、満１８歳以上の無民事行為能力者と制限民事行為能力者
であり、成年被後見人は精神病者のみである。
とはいえ、『民法通則意見』は、被後見人を痴呆症患者まで拡張して

いる。『民法通則意見』第５条は、「精神病者（痴呆症者を含む）が判断能
力及び自己保護能力を有せず、自己の行為の効果を知らない場合は、自
己の行為を弁識することのできない者であると認定することができる。
比較的に複雑な物事又は重大な行為に対して判断能力及び自己保護能力
を欠き、かつ、自己の行為の効果を予見することのできない場合は、自
己の行為を完全には弁識することのできない者であると認定することが
できる」と定めている。精神病者の認定について、『民法通則意見』第
７条は、「当事者は精神病を患っているか否かは、人民法院は、司法精
神病学鑑定に基づき、又は病院の診断若しくは鑑定を参照して確認しな
ければならない。診断又は鑑定の条件を備えない場合には、大衆が公認
する当事者の精神状態を参照して認定することもできる。但し、利害関
係人が異議を有しないことを限度としなければならない」と規定してい
る。『民法通則意見』においては、判断能力や自己の行為を弁識するこ
となどを言及しているが、これらは無民事行為能力と制限民事行為能力
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を判断する標準であり、日本の「意思能力」又は「事理弁識能力」に類
似していると考える。
精神病者の民事活動の範囲については、『民法通則意見』第４条は、

「自己の行為を完全に弁識できない精神病者が行う民事活動が、その精
神健康状態と適応するか否かは、行為と本人の生活との関連程度、本人
の精神状態がその行為を理解し、かつ、行為の法律効果を予見できるか
否かおよび行為の目的金額等の分野から認定すべきである」と定められ
ている。さらに、『民法通則意見』第６条は、「無民事行為能力者または
制限民事行為能力者が、奨励、贈与および報酬を受ける場合は、他人
は、行為者が民事行為能力がなく、または行為者が民事行為能力を制限
されていることを理由とし、当該行為が無効であると主張してはならな
い」と規定している。

２ 後見開始
成年後見は、精神病者（痴呆症者）が無民事行為能力者又は制限民事能

力者と宣告されたときから始まる。『民法通則』第１９条第１項は、「精神
病者の利害関係人は、人民法院に対して精神病者を無民事行為能力者又
は制限民事能力者と宣告することを求めることができる」と定めている。
宣告に関する具体的な手続は、『民事訴訟法』第１６０条～１６３条において
定められている。即ち、人民法院が自然人の無民事行為能力又は制限民
事行為能力の事件を審理する場合には、特別な手続を適用する。この場
合は、一審終審制が実行される。裁判官１名が単独で審理を担当し、事
件を登録した日から３０日以内あるいは公告期間満了後３０日以内に審理を
終結しなければならない。
『民事訴訟法』第１７０条～１７３条は、この種類の事件の申請、管轄、認
定などについて定めている。即ち、自然人の無民事行為能力または制限
民事行為能力の認定の申請は、その近親者あるいはその他の利害関係人
が、当該自然人の住所地の基層人民法院に対して提出する。人民法院は
申請を受理した後、必要な時は無民事行為能力または制限民事行為能力
の認定を申請された自然人に対して鑑定を行うべきである。申請者が既
に鑑定結論を提供しているときは、鑑定結論に対して審査を行うべきで
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ある。人民法院は審理を経て申請に事実の根拠があると認定したとき
は、当該自然人を無民事行為能力者または制限民事行為能力者とする判
決を下す。もちろん、状況が変化し、当該自然人の無民事行為能力また
は制限民事行為能力の原因が既に除去されたことが証明されたときは、
新しい判決を下して、原判決を取り消すべきである。

３ 成年後見人の選任
成年後見人の後見能力を認定する際には、後見人の健康状況、経済条

件および被後見人との生活上のかかわりなどの要素に基づき判断しなけ
ればならない。成年後見人は、主に３つの類型がある。即ち、後見人が
法定されている場合、後見人が指定されている場合、関連組織が後見人
となる場合である（３）。
⑴ 法定後見
法定後見とは、法律に基づいて成年後見人の範囲および順位を決める

ことである。『民法通則』第１７条第１項は、「無民事行為能力または制限
民事行為能力の精神病者については、次に提げる者が、後見人を務め
る。⑴配偶者、⑵父母、⑶成年の子、⑷その他の近い親族、⑸関係の密
接なその他の親族および友人が後見の責任を引き受ける場合は、その者
は、精神病者の所属先および住所地の住民委員会または村民委員会の同
意を得て、後見人となることができる」と規定している。
⑵ 指定後見
指定後見とは、法定後見人の選任について異議がある場合には、関連

組織の指定により成年後見人を決めることである。『民法通則』第１７条
第２項は、「後見人の選任について異議がある場合は、精神病者の所属
先及び住所地の住民委員会または村民委員会が、近い親族の中から後見
人を指定する。指定に対して不服があり訴えが提起されたときは、人民
法院が後見人を指定する」と定めている。『民法通則意見』第１６条によ
ると、後見人の選任について紛争のある場合は、関連組織の指定は、当
事者が訴えを提起することの前提条件である。即ち、精神病者の所属先

⑶ 魏振瀛主編『民法』（北京大学出版社・高等教育出版社、２００６年）６２頁。
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および住所地の住民委員会または村民委員会が、近親者の中からこれを
指定すべきである。指定を経ずに人民法院に起訴した場合は、人民法院
はこれを受理しない。
また、『民法通則意見』第１４条によれば、『民法通則』第１７条第１項の

⑴号～⑸号の規定は、人民法院が後見人を指定する際の順位であり、後
見人の資格を有する先順位の者が後見の能力を有しないとき、または被
後見人にとって明らかに不利であるときは、人民法院は、被後見人に有
利となる原則に基づき、後見人の資格を有する後順位の者の中から優良
者を選定することができる。被後見人に識別の能力がある場合は、状況
に応じて被後見人の意見を求めるべきである。後見人は、１名とするこ
とができ、同一順位中の数名とすることもできる。
⑶ 関連組織
『民法通則』第１７条第３項においては、「第１項に定められた後見人が
いない場合は、精神病者の所属先及び住所地の住民委員会、村民委員
会、又は民政官庁が後見人を務める」と定められている。従って、法定
後見および指定後見により、成年後見人を見つからない場合には、関連
組織は後見人となる。

４ 後見職責
『民法通則』第１８条は、「後見人は後見の職責を果たし、被後見人の人
格、財産およびその他の合法的権益を守り、被後見人の利益に資する場
合を除き、被後見人の財産を処分してはならない。後見人の法に基づく
後見権利の行使は、法律の保護を受ける。後見人が後見の職責を果たさ
ず、または被後見人の合法的な権益を侵害した場合は、後見人は責任を
負わなければならず、被後見人に対して財産上の損害を与えたときは、
後見人は損害を賠償しなければならない。人民法院は、関係者または関
連組織の申請に基づき、後見人の資格を取り消すことができる」と規定
している。
また、『民法通則意見』第１０条は、後見人の職責については、次のよ

うに規定している。即ち、「後見人の後見職責は、被後見人の身体の保
護、被後見人の生活の世話、被後見人の財産の管理および保護、被後見
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人を代理しての民事活動の実施、被後見人に対する管理および教育の実
施並びに被後見人の適法な権益が侵害を受け、または他人との間に紛争
が生じた際の当該被後見人を代理しての訴訟の実施が含まれることであ
る」。

５ 後見終了
後見終了の原因は、以下のようである。⑴被後見人は完全民事行為能

力が回復されること、⑵後見人または被後見人が死亡すること、⑶後見
人が民事行為能力を失うこと、⑷後見人の辞任、⑸後見人の資格が取り
消されることである（４）。

Ⅲ 問題点

１ 被後見人の範囲は狭すぎること
現行法では、被後見人は精神病者と痴呆症者に限られているから、そ

の範囲は狭すぎて、後見人を付する必要のあるすべての成年、とりわけ
高齢になって、自分の事務の全部または一部を処理できない高齢者を含
めることができない。中国社会は現在高齢化が進んでいるが、高齢者の
行為能力が制限される多くの原因は、精神障害または知的障害ではな
い。しかし、現行法の『民法通則』によると、精神病者または痴呆症者
でなければ、後見人を付することができないので、現行制度は明らかに
高齢者の保護に不利である。

２ 後見人の選任順位が硬直的であること
『民法通則意見』第１４条によれば、『民法通則』第１７条第１項の⑴号～
⑸号の規定は、人民法院が後見人を指定する際の順位である。しかし、
このような順位は高齢者の現実の必要性に適合していない。まず、第一
順位の配偶者と第二順位の父母であるが、彼らは、本人が高齢になって
精神病者または痴呆症者になるときは、なくなっている可能性が高い。

⑷ 梁慧星『民法総論』（法律出版社、２００７第三版）１０９頁。
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その次の成人の子については、一人っ子政策と仕事の移動性向から、子
がいくら親の後見人となりたくても事実上できない可能性は大きい。そ
のため、さらに順位は近い親族や友人に降りてくるが、後見人の責任の
重大さから、ただの親戚や友人には荷が重過ぎる。その結果、本人の所
属先および住民委員会または村民委員会が頼みの綱として登場する。し
かし、これらの組織は、後見について専門の知識があるわけではない。
職業的後見人の存在や専門性を備えた市民後見組織など、まだまだ遠い
話である（５）。

３ 任意後見制度の不備
『民法通則』第１７条第２項によれば、後見人の選任をめぐり争いがあ
る場合は、精神病者の所属先および住所地の住民委員会または村民委員
会が、近い親族の中からこれを指定する。指定を不服として人民法院に
訴えを提起した場合は、人民法院が裁決する。法律は、人民法院が後見
人を指定する場合には、被後見人が弁識能力を有するときは、状況に応
じて被後見人の意見を求めるべきであると定めている。しかし、被後見
人の意見を求めるのは、人民法院が後見人を指定する場合に限られてお
り、任意後見制度の不備は、一つの欠陥であると言わざるを得ない。任
意後見制度とは、判断能力が低下していないうちに、本人が、契約の方
法で自ら選任した者を、将来において判断能力が低下したときの後見人
とし、そして契約によってその者の後見権限の範囲を定める制度であ
る。その価値の一つは、被後見人の意思を十分に尊重することにある。
任意後見制度は、現代後見制度の不可欠の内容である。

４ 後見監督制度が欠けていること
『民法通則』第１８条および『民法通則意見』第１０条は、後見人が職責
を果たさない場合、あるいは被後見人の利益を侵害する場合は、後見人

⑸ ルシーナ・ホー「中国と香港特別区における包括的な成年後見制度への
展望」新井誠（監修）『成年後見法における自律と保護』（日本評論社、２０１２
年）２３８頁。
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の資格を有する他の者は、人民法院に起訴し、後見人の変更を求めるこ
とができると定めているけれども、現行法には、後見監督人の制度が存
在していない。実際には、後見人が後見の職責をまじめに履行しないこ
とや、後見権を濫用することや、義務の履行を怠ることや、被後見人の
身体または財産の権益を侵害することは、時々発生しているが、後見人
に対する適時の救済が行われにくいのが現状である。成年障害者の合法
的な権益を保護し、後見人が適切に後見責任を果たすのを監督するため
には、成年後見監督制度を規定する必要がある（６）。

Ⅳ おわりに

中国の成年後見制度は、早急に完備される必要がある。そのあり方に
ついて、検討してみたい。

１ 成年被後見人について
中国現行法の成年後見制度は、精神病者および痴呆症者しか適用され

ないから、身体障害者を排除しており、これは成年障害者の権利保護に
は不利である。他の国の成年被後見人の範囲は、中国のよりはるかに広
いものである。例えば、ドイツでは、成年世話人任命のための要件は４
つである。即ち、⑴心神的疾病である。①身体的原因を有しない精神疾
患、②病気（例えば、脳膜炎）または脳のメカニズムの損傷の結果として、
発作の結果またはその他の病気もしくは身体的損傷、特に身体に起因す
る精神疾患の結果としての精神障害、③依存症に起因する精神的病気ま
たは障害、④ノイローゼまたは精神病質（人格的障害）である。⑵精神的
障害である。先天的または幼児期に得たさまざまな程度の知能障害のこ
とであり、伝統的な言い方によれば軽度の精神薄弱（IQ５０～６９）、中程度
の精神薄弱（IQ２０～５０）および重度の精神弱（IQ２０未満）を含む。⑶心因的
障害である。精神病の結果として発生した精神的侵害の後遺症である。

⑹ 王麗萍（訳：鄭芙蓉）「挑戦と対応――中国における成年後見制度につい
て――」東洋文化研究１２号（２０１０年）２５７頁。
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⑷身体的障害である。視覚障害、言語障害ならびに著しい聴覚障害また
は視力障害および殆ど動くことのできない重病、例えば継続的なカテー
テルを必要とする重度の心臓病、関節症、失禁症が含まれる（７）。
ドイツの法制度を参照しながら、中国の現状に立脚して、被後見人の

範囲は拡張されるべきである。即ち、精神、知能、身体の障害により自
分の事務を処理をできない成年であり、精神障害者、知的障害者及び身
体障害者を含む。現行法の「精神病者」という用語を止め、その代わり
に精神障害者を採用すべきである。知的障害者とは、軽愚、痴愚、老年
痴呆症、危篤の病人など正常な思惟判断ができない成年を指す。身体障
害者は、重要な器官の機能を失っている者及び植物人間を含む（８）。

２ 任意後見制度について
任意後見制度は、成年障害者の自己決定権を尊重するために創設され

た、公共機関の監督を受ける任意代理制度である。中国はまだ任意後見
制度を定めていない。しかし、高齢化社会の進展により、子供が親のそ
ばにいて世話をするということは、もう過分の要求となっている。従っ
て、成年の意思を尊重する任意後見制度を新設すべきである。そのた
め、日本の任意後見制度を参照する必要がある。
日本の任意後見は、自分（本人）が将来、判断能力が減退した場合に備

えて、後見人となるべき者と契約を締結して、支援を求める制度であ
る（９）。日本では、任意後見人の職務の範囲は、契約の内容によって決ま
る。契約の合法性、有効性を保障するためには、任意後見契約は公証人
の公証証書によらなければならない。公証人が任意後見契約の公証証書
を作成したときは、登記所に任意後見契約の登記を嘱託しなければなら
ない。成年が精神障害により判断能力を低下したときは、本人、配偶
者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が

⑺ 田山輝明『成年後見法制度の研究（下巻）』（成文堂、２０００年）２９０頁。
⑻ 梁慧星主編『中国民法典草案建議稿及びその理由――親族編』（法律出版
社、２０１３年）４０５～４０６頁。
⑼ 小賀野晶一『民法と成年後見法――人間の尊厳を求めて』（成文堂、２０１２
年）４５頁。

《研究ノート》

２５４（３９３）



任意後見監督人を選任した後に、契約は効力を生じる。監督人は任意後
見受任者の後見行為を監督し、家庭裁判所に対して定期的に事務の報告
を行う。
日本の任意後見制度を参照しながら、中国の国情に合わせて、次のこ

とが案として考えられる。即ち、成年が意思能力を有する際には、受任
者と次のような内容を有する委任後見契約を締結することができる。本
人の意思能力が低下し、自分の事務を処理できなくなったときは、自分
の生活、医療、看護、財産管理の全部または一部の代理権を受任者に与
えるという内容である。任意後見は、被後見人の身体、財産などに関わ
る重大なことであるから、その真実性、合法性を保障するためには、契
約は公証機関により公証されてはじめて成立するとする必要がある。委
任者において、精神障害、知的障害により意思能力が低下し、自分の事
務を処理できなくなったときは、人民法院は、本人、配偶者、近い親族
または受任者の申請により、受任者を後見人として指定することができ
る（ただし、受任者がもはや後見人として適切ではないときは、この限りでは
ない）。任意後見契約は、成立時から効力を生じるわけではなく、人民
法院が後見人を指定したときから効力を生じる。後見人もそのときから
職責を果たすべきである。任意後見人が正確、かつ慎重に後見の職責を
履行するのを保障するためには、監督人制度を創設する必要がある。監
督人は、被後見人により任意後見契約において指定されうる。任意後見
制度は、被後見人の自己決定権を尊重し、被後見人の意思を最大限に実
現するものであるから、任意後見制度は法定後見制度より優先的に適用
される（１０）。

３ 成年後見監督制度について
被後見人は精神障害、知的障害、身体障害のため、自分の事務を処理

できないから、後見人の行為を監督することができない。従って、後見
人が積極的に職責を果たさない場合、後見事務を処理する際に注意義務

⑽ 梁慧星主編『中国民法典草案建議稿及びその理由――親族編』（法律出版
社、２０１３年）４１２～４１８頁。
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に違反する場合、被後見人の利益を侵害する恐れがある場合などに備
え、任意後見制度は、制約機能を有するメカニズムを含むべきである。
後見監督制度の創設は、後見人の監督や、被後見人の利益の保護に有利
である。
中国の成年後見監督制度は、成年後見監督人の選任、後見監督人の順

位および後見監督人の職責などを定めるべきである。次の者または機関
は、成年後見監督人となることができると思われる。⑴被後見人が委任
後見契約において指定した後見監督人。⑵被後見人との血縁関係の最も
近い、監督の能力を有する者。ただし、後見人はこの限りではない。⑶
被後見人の住所地の民政部門あるいは社会保障部門。民政部門あるいは
社会保障部門は後見人である場合は、上級主管部門が後見監督人とな
る。被後見人が委任契約において指定した後見監督人は、第一順位の監
督人であり、被後見人との血縁関係の最も近い、監督の能力を有する者
は、第二順位の監督人であり、被後見人の住所地の民政部門あるいは社
会保障部門は第三順位の監督人である。優先順位を有する者は優先的に
監督人となる。監督人が果たすべき職責とは、次の通りである。⑴後見
人の事務を監督し、必要な時に後見人に後見事務の報告を求めること、
⑵後見人が欠けた場合に、遅滞なく後見人の補充を人民法院に請求する
こと、⑶被後見人と後見人との利益が相反する行為について被後見人を
代表すること（１１）。また、後見監督人と後見人が、悪意結託し、被後見人
の利益を侵害した場合は、監督人が連帯責任を負うべきである。

⑾ 梁慧星主編『中国民法典草案建議稿及びその理由――親族編』（法律出版
社、２０１３年）４１８～４２０頁。
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